
登録事項についての説明（高齢者住まい法第17条関係）

年月日

登録事項等についての説明

貸主（甲）住所神奈川県横浜市緑区長津田町2365

氏名有限会社真全 印

代理人 住所

氏名

サービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約を締結するにあたり、高齢者の居住の安定確保に関する

第17条に基づき、以下の事項について、書面を交付して説明します。

1.サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

登録の区分 □ 新規 ■更新（従前の登録番号浜24(2)004 ） 

（ふりがな） わらくしにあれじでんすながった
住宅の名称

....................................................................、.....、.............................................................................................................................................、,.、,.......,

和楽久シニアレジデンス長津田

所在地 （住居表示）神奈川県横浜市緑区長律田七丁目15番8号

利用交通手段
■ 1．電車(JR横浜線・東急田園都市線長津田駅から徒歩で11分）
□ 2．その他（ ） 

住宅に関する
□ 1，所有権 ■2.賃借権 □3.使用貸借による権利

権原
期間平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

施設に関する
□ 1．所有権 ■2,賃借権 □3.使用貸借による権利

権原
期間平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

敷地に関する
□ 1．所有権 □2.地上権 ■3.賃借権 □4.使用貸借による権利

権原
期間平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

（注）住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。

2.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

法人・個人の別 ●法人 口個人

商号、名称 （ふりがな） ゆうげんがいしゃまっとう．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．，．.................................................................................................................................... 

又は氏名 有限会社真全

住 所 （郵便番号 226~0026 ） 

（法人にあっては 神奈川県横浜市緑区長津田町2365番地主たる事務所の所
在地） 電話番号 045-989-2266

法人の役員 別添 1 のとおり

（ふりがな）................................................................ ・ ••冒．．．．．．．．．......................ヽ..ヽ.................................................●● ●9 9 9 9 9 9 9 9 9 9ヽ....ヽ．．．．..................................、.............."ヽ.. 

商号、名称又は氏名

法定代理人
住所 （郵便番号 ） 

（法人にあっては
（未で成あ年る場の合個）人 主たる事務所の

所在地） 電話番号

法人の役員 別添2のとおり



3.サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

（ふりがな） わらくしにあれじでんすながった事務所の名称I’.............................................................................................................................
和楽久シニアレジデンス長津田

（郵便番号 226-0027 

事務所の所在地I神奈川県横浜市緑区長津田七丁目 15番8号
電話番号 045-479-1850

4.サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

住宅戸数 登録申請対象戸数 20戸

居住部分の （最小） 25.34 可
規模

（最大） 可 詳細については、別添 3のとおり51.81 

構造及び設備
共同利用設備 ■あり □なし
構造 非木 造 階数 地上4 階建

竣工の年月 2012 年 10月 31日

II登録基準に適合している
加齢対応構造 ■エレベーターを備えている
等
■緊急通報装置を備えている

5,サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供する前である場合）

入居契約の別 ■賃貸借契約 □その他
終身賃貸事業
者の事業の認 口法第52条の認可を受けている
可

次の①又は②に該当する者である。
①単身高齢者世帯

入居者の資格
②高齢者＋同居者（配偶者／ 60歳以上の親族／要介護認定又は要支援認定を受けている
■ 60歳未満の親族（特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者）
（「高齢者」とは、 60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満
の者をいう。）

※以下は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

I入居開始時期1 年 月 Hから

注）入居開始年は、西暦で記入すること。



6.サービス付き高齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領する金銭

サービスの種類 提供形態 提供の対価（概算月額）

状況把握
II 自ら 口委託 約 39,000 円

生活相談
高齢者生活支

食事の提供 口提供しない
詳細について

援サービス
II 自ら 口委託 約 51,000円 は、

入浴等の介護 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 0円 別添 4 

調理等の家事 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 0円 のとおり

健康の維持増進 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 0円

その他 ■ 自ら 口委託 口提供しない 約 1000円

家賃の概算額
（最低） 約 75,ooo I月

住戸ごとの内容は別添 3 のとおり
（最高） 約 150,000円

共益費の概算額
（最低） 約 20,000円

（最高） 約 20,000円

敷金の概算額
（最低） 約 o Pl 

家賃の 0月分
（最裔） 約 0円

前払金※の有無 口あり ■なし

家賃等の前払
（最低） 約 円 （最高） 約 円

金の概算額

家賃等の前払 家賃

金の算定の基
礎 サービス提供

の対価

返還額の算定
方法

前払金の保全 口銀行による債務の保証 口信託会社等による元本補てん又は信託

措置の内容 口保険事業者による保証保険 口その他（ ） 

特定施設入居 口指定を受けている 介護保険事業所番号（ ） 
者生活介護事
業所 ■指定を受けていない

地域密着型特
口指定を受けている 介護保険事業所番号（ ） 

定施設入居者
生活介護事業 ■指定を受けていない
所

介護予防特定 口指定を受けている 介護保険事業所番号（ ） 
施設入居者生
活介護事業所 ■指定を受けていない
※前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃面石全部又は一部を一括して受領する場合をい
う。



7,サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

管理の方式 ■自ら管理 口管理業務を委託

委託する業務
の内容
（契約事項）

管理業務の委託先

商号、名称 • ・ • ・ （・ ふ•・ ・ ・ ・ り・•• が・・ • ・ ・ な•・ • ・ ） ・ • ・ •.、..、.,、...會・會會················ヽ················································· ••••••••••••••••••••••••••••• ·····會ヽ•..會..會·*’・ • • • • • • • • • • ・置・• • • • • • • • • • • • • • • • • ·眉・＇ヽ·•·會．，．’•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
又は氏名

住 所 （郵便番号 ） 
（法人にあっては
主たる事務所の所

電話番号在地）

修繕計画

計画策定の
口あり IIなし

有無

大規模修繕の 頃実施予定
実施予定

その他計画的 竣工から10年経過する毎頃実施予定
な修繕予定



8,サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設（該当する場合のみ）

施設の名称 提供されるサービスの慨要 事業所の場所

II I司ーの建築物内

シニアサロンデュランタ 小規模多機能型居宅介護 □同一の敷地内
口隣接する土地

口同一の建槃物内

□同一の敷地内
口隣接する土地

□同一の建築物内
□同一の敷地内
口隣接する土地

口同一の建築物内

□同一の敷地内
口隣接する土地

9,高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

連携又は協力の相手方

事業所の名称
....（.ふ.....り...が.....な....）.......し....ん.....み..,...ど.....り,...ほ.....う,..む.,...け.....あ..,..く..,.り,...に.....つ.....く...................................................................................................................................... 

新緑ホームケアクリニック

（郵便番号 226-0025 ） 

事業所の所在地 神奈川県横浜市緑区十日市場町853-14

電話番号 045-989-5600

連携又は協力 往診及び緊急時の指示相談
の内容

10,登録の申請が基本方針（及び高齢者居住安定確保計画）に照らして適切なものである旨

基本方針及び横浜市高齢者居住安定確保計画に沿って適切に運営します。

・-------------------------------------------
上記につきまして、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条に基づく書面による説明を受けました。

年 月

主
借

日

住所

氏名 印



l別添 1 | 
役員名簿

（ふりがな）.................、,.......、,.......................................................................,

氏名 役名等

すぎざきしゅんいち．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．I取締役
杉崎俊一

法第6桑第1項第3号に該当ずる者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した
書面に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。



1別添 2 | 
役員名簿

（ふりがな）•·••·••·•·••·••·••·•·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
氏名 役名等

法第6条第1項第4号の役員に該当する者を全て記載すること記載しきれないときは、この様式の例により作
成した書面に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。



別添 3

住宅の規模並びに構造及び設備等

1.専用部分の規模並びに構造及び設備等

住棟番号 専用部分の 構造及び設備※ 住戸数 住戸番号 月額家賃
床面積 完 便 洗 浴 ムロ 収

（該当するものを全て記載）
（概算額）

（対） 備 所 面 室 所 納 （戸） （円）

201~205 25.34 

゜゚゜゚゜゚
5 2階：居室1~5 77,000 

206~209 25.34 

゜゚゜゚゜゚
4 2階：居室6~9 75,000 

301~305 25.34 

゜゚゜゚゜゚
5 3階：居室1~5 78,000 

306~309 25,34 

゜゚゜゚゜゚
4 3階：居室6~9 76,000 

401 25,95 

゜゚゜゚゜゚
l 4階：居室1 80,000 

402 51.81 

゜゚゜゚゜゚
l 4階：居室2 150,000 

----------

---------------------- ~/ / --------------

~ ~ I …~ " ~^~ ~^ / ／ ~ ／ /////~ 

~ ~ ~ ~ ~ 
／ ／ ~/ ~ ／／／ /~/ ／~~ ／ ~・

'-―--…- --…-

~ /‘~ ~ ~ ^‘~// ; /~/^”””””~” ,.ハ＂ /r/ ~ ~~ ------

/ / ~ ／ ／／ ／／／ --------

注1)住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。

注2)設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。

※有りの場合は、 0、無しの場合はXを記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に0を記載すること。

2.共同利用設備等

設備等 整備箇所数
合計床面積 整備箇所 想定利用戸数 備考
(rrl) （戸）

浴室

台所

食堂 1 23.37 1階晶専賃部分：蘭専賃食堂 20 

居間

収納設備

注）整備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。



匠

l.状況把握及び生活相談サービスの内容

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

委
商号、名称 .ヽ.ヽ．．（ふりがな）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．l．． 託

す 又は氏名
る
場 （郵便番号 ） ムに 住 所
の （法人にあって
委 は主たる事務
託 所の所在地） 電話番号
先

口医療法人 ロ 指定居宅介護支援事業者

サービスを提供 □社会福祉法人 ロ 指定介護予防サービス事業者
する法人等の別 口指定居宅サービス事業者 ロ 指定介護予防支援事業者

■指定地域密着型サービス事業者 ロ 上記以外の法人等
口医師 人員 人 口 社会福祉士 人員 人

口看護師 人員 人 口 介護支援専門員 人員 人
サービスを提供

口准看護師 人員 人 ． 養成研修修了者 人員 6人
する者の人数

■介護福祉士 人員 13 口 上記以外の職員 人員 人

ムロ 計 人員 19人

□ I司ーに敷地内 口隣接する土地

常駐する場所
近接する土地
■ （-所在地横浜市緑区長津田7-14-24杉崎ビル1B

常駐するビ ■365日対応 口次の期間を除く（ ） 

日中 9時 00分 ～ 18時 00分 人員 1人
常駐する時間

18時 00分 9 時 00分 人員 1人上記以外の時間 ～ 

毎日 1回以上の
1階に併設する小規模多機能型居宅介護事務室から提供 毎日 1回

状況把握サービ
スの提供方法 ・入居者から居住部分への訪間を希望する旨の申出があった場合は、当該居住部分への訪問（近接す

る土地に常駐する場合のみ）

常駐する日 00時 00分 ～ 24 時 00分
提供時間

24時間緊急通報サービ 上記以外の日 口

スの内容 通報方法 各戸（居室、トイレ、浴室）及び共有部トイレ設置するナースコールにて通報

通報先 1階に併設する小規模多機能型居宅介護事務叫通報先から住宅までの到着予定時間 1分

サービス提供の 月額 約約39,000円 前払金の算定
対価（概算額） 前払金 約 0円 方法

備考



2.食事の提供サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 Illサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
..............、...............................,.....,..............、.....................................................・............................●●...........ヽ.............................................................................、.............

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る
場
（法人にあって
は主たる事務

ムロ 所の所在地） 電話番号
の
住所委 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本業務に係
先 る事業所の所
在地） 電話番号

食事提供を行う場所 ■食堂 口各居住部分 □その他（ ） 

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法 内容 II 3食 ロ入居者が選択 口次の食事は提供しない（ ） 

調理等 ●厨房で調理 □配食サービスを利用 □その他（ ） 

月額※ 約 51,000 円 内訳 朝食 350円 昼食 600円 夕食 600円

サービス提供の
前払金の算定対価（概算額） 前払金 約 円
方法

備考 1.訪問者へ食事提供（朝食350円昼食600Pl 夕食600円） 2.特別食の提供（別料金） 3.おやつ食150円

※サービス提供の対価を月額で設定していない場合は、 30日間利用した場合の金額を記載すること。



3,入浴、排せつ、食事等の介護サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ロサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
...響●●響●● ● ● ●響．．．．．．．．、響．．．．．．．響．．，．．．．響●●響● ●響• 9 9 9 • • • •ヽ●●"'"● ● 9., 9 9 99 9 9,...... 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9・．．，．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．エ............................................●ヽ..........................................................

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る
場
（法人にあって
は主たる事務

ム口 所の所在地） 電話番号
の
委 住所 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本業務に係
先 る事在業地所）の所 電話番号

提供日 □365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
ロ入浴介護 口排せつ介護 口食事介護

口その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 o Pl 前払金の算定
対価（慨算額） 前払金 約 0円 方法

備考

4.調理、洗濯、掃除等の家事サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
...................、,...、.......、,.、..,..."●ヽ..ヽヽ...............................................、..............................................................................ヽ..,●●.....................,.................,............,..,................. 

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる事務
ム口 所の所在地） 電話番号
の
委 住所 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本業務に係
先 る事業所の所
在地） 電話番号

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
口調理 ■洗濯 ■掃除
口その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 0 円 前払金の算定
対価（概算額） 前払金 約 0 円 方法

備考 洗濯1,100円1回 掃除 385円／10分



5.健康の維持増進サービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 IIサービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ヽ・・．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ヽ..ヽ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.....................、........●""●●ヽ●9●ヽ●.......ヽ............,●ヽ● ●ヽ•...........

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る
場
（法人にあって
は主たる事務

ム口 所の所在地） 電話番号
の
委 住所 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本業務に係
先 る事業所の所
在地） 電話番号

提供日 11 365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容
口健康相談 口血圧等の測定 口定期検診 ■通院等の付き添い
□その他 （ ） 

サービス提供の 月額 約 0円 前払金の算定
対価（概算額） 前払金 約 0円 方法

備考 通院同行 5時～22時 2,500円／1時間 22時～5時 3,000円／1時間

6.その他のサービスの内容（該当する場合のみ）

提供形態 ■サービス付き高齢者向け住宅提供事業者が自ら提供する 口委託する

商号、名称
（ふりがな）

委
...........................ヽ・・．．．、．．．．．．．．．．．．．．．コ・........ヽ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．冒．．．．．．．．．．．．．.............................................冒．．．．．．...........冒..........................、..........."""'ヽ•...、,..,....ヽヽ● ●..●.,...、,..,.....、• 9 ヽ......●ヽ•....

託
又は氏名

す
住所 （郵便番号 ） 

る （法人にあって
場 は主たる事務
ム口 所の所在地） 電話番号
の
委 住所 （郵便番号 ） 

託
（法人にあって
は本業務に係
先 る事在業地所）の所

電話番号

提供日 ■365日対応 □その他（ ） 

提供方法
内容

サービス提供の 月額 約 円 前払金の算定
対価（概算額） 前払金 約 0円 方法

備考 ゴミ出し（日常ゴミ程度） 110円／回、日常生活サービス（電球、電池交換等軽微なもの） 110円／回



I 別添 5 | 
運営方針

項目

重要事項を記載した書面のひな形を公開する

入居及び退去の条件を書面に記載する

入居者の個人情報の保護に関する事項を書面に記載する

入居者に対する虐待を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修及び担当者の配置
を行う

やむを得ず行う身体的拘束その他の入居者の行動を制限する行為に関して、委員会の開
催、指針の整備及び研修を行う

入居者のプライバシーの確保について、職員に周知する

入居者に与えた損害を賠償するための措置を講じる

入居者からの相談及び苦情に適切に対応するための体制を整備する

サービス付き高齢者向け住宅への入居及びサービス付き高齢者向け住宅において提供され
る福祉サービスの利用に必要な費用に関する書類を発行することができる

入居者及びその家族と意見を交換する機会を設ける

地域社会との交流及び連携を図る

災害に対応するための仕組みを整備する

事故の発生及び再発を防止するための仕組みを整備する

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための仕組みを幣備する

入居者の健康状態及び生活状況を把握し、変化があったときは、当該入居者の家族に連絡
する仕組みを整備する

入居者間の交流の促進を図る

登録事業者又は登録事業者から委託を受けた者から提供される福祉サービスと、それ以外の
者から提供される福祉サービスを明確に区分する

入居者が希望する場合には、介護サービスの提供に必要な当該入居者に関する情報を、介
護支援専門員と共有する仕組みを整備する

基本理念及び基本方針を定めるとともに、これらを職員及び入居者に周知する

職員の教育及び研修に関する計画を策定する

職員に対して、認知症に関する研修を行う

職員を登録事業者が行う研修以外の研修に参加させる仕組みを整備する

サービス付き高齢者向け住宅事業の実施に必要な人材の確保のために必要な措置を講じる

含n久ナJゴI 

口はい

ロいいえ

区はい

□いいえ
とはい

□いいえ
とはい

□いいえ
区はい

□いいえ
日はい

□いいえ
口はい

ロいいえ

区はい

□いいえ
口はい

□いいえ
口はい

ロいいえ

IZ!はい

□いいえ
口はい

ロいいえ

乙はい

□いいえ
IZIはい

□いいえ
口はい

□いいえ
とはい

□いいえ
口はい

□いいえ
口はい

□いいえ
口はい

ロいいえ

口はい

ロいいえ

日はい

□いいえ
口はい

ロいいえ

口はい

口いいえ



別紙1

（「登録事項等についての説明」の補足）

作成日 2024年7月 1日

登録番号浜24(3)004 

施設名 和楽久シニアレジデンス長津田

「1．サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地」について

開設年月日 2012年 12月 1日

住宅の管理者氏名※l 嶋田 伊津子

電話番号／ FAX番号 TEL 045-479・・ 1850 FAX 045-570-8898 

メールアドレス

ホームページアドレス https://mattou. jp 

※1 管理者を配置している場合に記入

「2 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者」について

FAX番号 045-981-1699 

ホームページアドレス https: //mattou. jp 

資本金（基本財産） 300万円

主な出資者（出捐者）とその
杉崎俊一 100%

金額又は比率※2

設立年月日 2001年 8月 6日

直近の事業収支決算額※3 （収益）231,661,638円 （費用）230,397, 422円 （損益）1,264, 216円

会計監査人との契約 五•あり（ ） 

他の主な事業
小規模多機能型居宅介護施設運営、認知症対応型共同生活介護施

設運営

※2 出資（出捐）額の多い順に上位3者の氏名又は名称並びに各出資（出捐）額又は比率を記入。

※3 原則として、収益は売上高十営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用、

損益は経常利益とする。

「3．サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所」について□三□°45-570-8898 



「4 サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備」について

建鎖基準法上の主要用途 寄宿舎 共同住宅 1有料老人ホームI その他

建築物の耐火構造 耐火構造 1準耐火構造I その他（ ） 

消火器 なし・伍可

自動火災報知設備 なし・屈可

火災通報設備 なし・屈可
消防用設備等

スプリンクラー なし•区日
防火管理者 なし•伍可
防災計画 なし•国可
緊急通報装置等の種類及び設置箇所

ナースコール

緊急通報装置等 居室、浴室、 トイレ、共用トイレ

緊急連絡・安否確認 安否確認の方法・頻度等

毎日1回。居宅の訪間時、食事、外出等の機会を利用して安否確認

を行う

「5 サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供す

る前である場合）」について

(1)入居契約の状況等

身元引受人等の条件及び義務
サービス付き高齢者向け住宅賃貸借契約書第21条に基づく

等※4

生活保護受給者の受入れ対応 固・可

事業者又は入居者が入居契約
サービス付き高齢者向け住宅賃貸借契約書第13条、 14条に基づ

を解除する場合の事由及び手
＜ 

続等※5

自宅等 0人

社会福祉施設 0人

退去先別の人数 医療機関 0人

死亡者 0人
退 ー月入ムIJ 

その他 0人
去年度

0人者 i ア
のし

事業者側の申し出 （解約事由の例）状お
況け
る

生前解約の状況
0人

入居者側の申し出 （解約事由の例）



鳳験入居の期間及び贄用負担 1非該当

※4 入居契約書に身元引受人や後見人等の選任を定めている場合に記入

※5 人居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正確に記入。

(2)入居状況等 (2024灯7月lI __ 1現在）

性別 男性 人、女性 20人

自 立 0人

（内訳） 要介護1 3人

要介護2 3人

入居者内訳 介護の 要介護 人 要介護3 4人

要否別 要介護4 3人

要介護5 3人

要支援 人
（内訳） 要支援1 1人

要支援2 2人

平均年齢 90.35歳（男性 歳、女性 90.35歳）

注）介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定される場合

には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。

「6．サービス付き嵩齢者向け住宅において提供される高齢者生活支援サービス及び入居者から受領す

る金銭」について

(1)運営に関すること

・入居者の残存能力を活かすよう支援します。
・入居者の気持ちを第一に考え、嫌がることを強制しま

逓営に関する方針
せん。
・入居者の人生の理解に努め、信頼関係を築くと共に人
生の先輩として敬いの態度で接します。
・困難に直面した時は、チームで考え、取り組みます。

サービスの提供内容に関する特色
同一建物 1階に小規模多機能型居宅介護を併設
パルモスマートコール設置、 24時間ナースコール対応

運営懇談会の開催状況 ※6 年 1回(12月を予定） 参加者 6名
（開催回数、設置者の役職員を除く参 主な議題入居者の状況、収支の状況

加者数、主な議題等）
サービス提供の状況

※6 運営懇談会を設置している場合は記入

(2)苦情等の取り扱い

有限会社真全
苦情解決の体制（相談窓口、責任者、連

和楽久シニアレジデンス長津田 TEL 045-4 79-1850 
絡先、第三者機関の連絡先等）

嶋田伊油子、佐々木美紀



第三者機関

•横浜市健康福祉局高齢施設課 TEL 045-671-4117 

•横浜市建築局住宅政策課 TEL 045-671-4121 

契約に基づき生活支援サービス等を入居者に提供した場

事故発生時の対応（医療機関等との連 合に、万ー事故が発生し、入居者の生命・身体等に損害

携、家族等への連絡方法・説明等） が生じた場合は、速やかに必要な対応及び措置（ご家族

への連絡、救急車の呼び出し等）を行います。

事故発生の防止のための指針 なし・伍可

サービスの提供にともなって、事業者の責め帰すべき事

損害賠償（対応方針及び損害保険契約 由により入居者の生命・身体•財産に損害を及ぼした場

の概要等） 合は、適正な賠償義務の履行を誠実に行うこととします

゜
サービスの提供に伴う事故等が発生し

なし•邑日
ありの場合の保険名 （東京海上日動火災保険株式会社

た場合の損害賠償保険等への加入
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険）

利用者アンケート調査、意見
実施日

1 あり
箱等利用者の意見等を把握す 結果の開示 1 あり 2 なし

る取組の状況
図なし

実施日

1 あり 評価機関名称
第三者による評価の実施状況

結果の開示 1 あり 2 なし

回なし

(3)医療

名 称 医療法人杜団＝喜会新緑ホームクリーック

診療科目 内科
協力医療機関（又は嘱託医）

の概要及び協力内容
所在地 神奈川県横浜市緑区十日市場853-14

距離及び所要時間 車で15分

協力内容 訪問診療

名 称 さかもと歯科医院

所在地 神奈川県横浜市青葉区田奈町43・3
協力歯科医療機閲

距離及び所要時間 車で15分

協力内容 訪問歯科



入居者が医療を要する場合の事故・急病・負傷の際には主治医又は協力医療機関との連絡を桁

対応（入居者の意思確認、医にして、迅速かつ適切にしかるべき医療機関への搬送等が行われ

師の判断、医療機関の選定、 るような配慮に努めます。

費用負担、長期に入院する場入院期間中についても家賃・共益贄•生活支援サービス費をお支

合の対応等） 払いいただきます。

(4)職員体制

ア 職種別の職員数等 ( 2023年7月1日現在 ） 

常勤換算後の 仇闘蘭務廣員敷
備 考

職員数 （翡～翌峙）
（資格・委託等）人数 うも且立那 （最少人数）

管理者 1 ( ） 

／ 生活相談員 2 (2)  

直接処遇職員 （ ） 

介護職員 （ ） 

看護職員 （ ） 

機能訓練指導員 （ ） 

従業 理学療法士 （ ） 

者の 作業療法士 （ ） 

内訳 その他 （ ） 

計画作成担当者 （ ） 

医師 （ ） 

栄養士 （ ） 

調理員 （ ） 

事務職員 （ ） 

その他職員 （ ） 

ムロ 計 3 (2)  

介護に関わる職員体制 ※7 以上

注1)職員数欄の（ ）内は、非常勤職員数で内数。

2)直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立者に対し

て一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の

人数において、自立者対応の人数を内数で記入。

なお、特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

3)機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印を

つけるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。

4)備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成担当



者の介護支援専門員資格等を記入。

5)状況把握等を行う職員を配置している場合は、生活相談員として記入

※7 特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、記入不要

イ 職員の状況

他の職務との兼務 |[I]あり 2 

□あり
管理者

兼務に係る
資格等の名称

資格等
看護師

2 なし

看護職員 介護職員 生活相談員
機能訓練
指導員

なし

計画作成
担当者

常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常
常勤
非常

勤 勤 勤 勤 勤

前年度 1年間の
1 

採用者数

前年度 1年間の
退職者数

彗 1年末満 1 

哀事従 1年以上
1 

し 3年未満
た
3年以上： 1 1 
5年未満

5年以上
応に 10年末満
じ

贔 10年以上

従業者の健康診断の実施状況 □あり 2 なし

ウ 要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体告1J（特定施設入居者生活介護等を提供しない場合は、

記入不要）

前々年度の平均値 前年度の平均値※11 今年度の平均値※10

要支援者の人数

要介護者の人数

指定基準上の直接処遇職員の

人数※8

配置している直接処遇職員の

人数※9



要支援者・要介護者の

合計人数に対する配置

直接処遇職員の人数の割合

常勤換算方法の考え方※11 常勤職員の週勤務時間 時間で除して算出

介護職員早番 ～ ： 

日勤 ～ 

遅番 ～ 

夜勤 ～ 
従業者の勤務体制の概要

看護職員早番 ～ 

日勤 ～ 

遅番 ～ 

夜勤 ～ 

※8 常勤換算後の人数。

※9 常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。

※10 今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。

※11 「前年度の平均値」及び「常勤換算方法」等については指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第37号）等の規定によること

工 状況把握（安否確認）および生活相談サービスに係る職員の資格取得状況

社会福祉士 人（ 人） 医師 人（ 人）

介護福祉士 人（ 人） 看護師 人（ 人）

介護支援専門員 人（ 人） 准看護師 人（ 人）

介護職員実務者研修修了者 人（ 人） 資格なし 人（ 人）

介護職員初任者研修修了者 3人（ 人）

注1)資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉I:、介護福祉士の順に優先して記入する。

他の資格を持っている職員を（ ）に外数で記入する。

注2)介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入する。

(5)登録事項の情報開示

重要事項説明書の公開 川公開（閲覧． I写し交付I) 2 非公開

入居希望者等 入居契約書の公開 [IJ公開（閲覧． I写し交付I) 2 非公開

への 管理規程の公開 m公開（厠亘・写し交付） 2 非公開
情報開示

工公開（顧国・写し交付）財務諸表の公開 2 非公開

事業収支計画の公開 囚公開（麗国・写し交付） 2 非公開

(6)その他



横浜市サービス付
き高齢者向け住宅

整備連営指導指針
に適合していない

事項 ※12 

＜適合していない事項がある場合の内容＞

菜12 市の指針上適合していない事項について、指針の8~14に該当する運営面に関することを記
述すること。なお、代替措置及び改善計画等は、別紙で明記することでも可

●特定施設入居者生活介護に関する事項（該当する場合のみ）

(1)介護を行う場所等

要介護時（認知症を含む）

に介護を行う場所

(2)住み替える場合の条件等

入 居室から一時介護室へ移

を居 る場合（判断基準・手続、追

住後 加費用の要否、居室利用権

みに の取扱い等）

替居

え室 従前の居室から別の居室

る又 ヘ住み替える場合（同上）

場は

合施 提携ホームヘ住み替える

設 場合（同上）

(3)介護保険に係る利用料

介護保険に係る利用料
0特定施設入居者生活介護

（適用を受ける場合は 区分 月 額

、市区町村から交付さ 要介護1 円

れる「介護保険負担割 要介護2 円

合証」に記載された利
要介護3 円

用者負担の割合に応じ
要介護4 円

た額）※13
要介護5 円

(1か月 30日の例）
利用者負担額

(1割の場合／2割の場合）

円／ 円

円／ 円

円／ 円

円／ 円

円／ 円



0各種加算の状況
身体拘束廃止取組の有無 （減算型・基準型）

退院・退所時連携加算 （無・有）

入居継続支援加算 （無・有）

生活機能向上連携加算 （無・有）
個別機能訓練加算 （無・有）
夜間看護体制加算 （無・有）

介護保険に係る利用料
若年性認知症入居者受入加算 （無・有）

医療機関連携加算 （無・有）

（適用を受ける場合は、 口腔衛生管理体制加算 （無・有）

市区町村から交付され
栄養スクリーニング加算 （無・有）

看取り介護加算 （無・有）

る「介護保険負担割合
認知症専門ケア加算 （無・有）

(I) 

証」に記載された利用
(II) 
(I)イ

者負担の割合に応じた
サービス提供体制強化加算 （無・有）

(I)ロ

額）※13
(II) 

四
I 
II 

介護職員処遇改善加算 （無・有） III 
w 
V 

介護職員等特定処遇改善加算 （無・有）
I 
II 



；：；；9□ 9]言｀］且額（［日三 I
各種加算の状況

身体拘束廃止取組の有無 （減算型・基準型）

生活機能向ヒ連携加算 （無・有）
介護保険に係る利用料 個別機能訓練加算 （無・有）

（適用を受ける場合は、 若年性認知症入居者受入加算 （無・有）

市区町村から交付され 医療機関連携加算 （無・有）

る「介護保険負担割合
口腔衛生管理体制加算 （無・有）

栄養スクリーニング加算 （無・有）
証」に記載された利用

認知症専門ケア加算
（無． (I) 

者負担の割合に応じた 有） (II) 

額）※13
(I)イ

（無． (I)ロ
サービス提供体制強化加算

有） (II) 

(ill) 
ー

介護職員処遇改善加算 ．
 
、・ー

無
有
（
 

II 
m
-
W
-
>
 

介護職員等特定処遇改善加算 I（無・有）
ー

II 

短期利用の設定（短期

利用特定施設入居者生

活介護の届出がある）
無・有

※14 

※13 月額は、個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、認知症専門ケア加算、サ

ービス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算を含めて記入する。

※14 短期利用特定施設入居者生活介護の届出がある場合には添付書類の別添2を添付する。

0添付書類：別紙2 「介護サービス等の一覧表」



別紙2 サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービス等の一覧表

特定施設入居者生活介護（介護予防を含む）の指定 （有・急））

区 分 自 立 要支援 1~2  要介護1~5

利用料サ金ーにビ含スまれる

介者謀生予活介護．により楼供 護特定に厖よ試り人提供居吝され生芯る介

提供サービスの別 その都度徴収するサービス されるサービス｀又 その都度徴収するサービス サ料ー金ビス｀又は利用 その都度徴収するサービス

ば、 利9用，料し—金トにマ含まれ に含まれるサービ

サービスの混供内容等 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価） 提供方法（回数等） 提供方法（回数等） 金額（単価）

1．介護サービス

①巡回

・昼間 9時～18時 ®•無 1回／日 食亭茨供時`訪io'l玲 1回1日 食亭提供時、訪問町 1回／ヨ 食字笠供時、訪ば芍

・夜間 18時～ 9時 有・年 ナースーール対応： ナースコー／レ対応 ナース：：：：ール対応

②食杢介助 有・血

③排泄・

ー排泄介助 有・

•おむつ交換 有ロ

•おむつ代 有・奎

④入浴等
； 

•清拭 有・匹

． 般浴介助 有・

•特浴介助 有・

⑤身辺介助

・体位交換 有・

・居室からの移動 有・

・衣類の呑脱 ャ・

・身だしなみ介助 有・

⑤機能9Il練 有・

⑦通院の介助(5時～22時） 冨・無 5時～22時 2,500円1時問 5時～22時 2,500円1時問 5時～22時 2,500円1時問

通院の介助(22時～5時） ロ無 22時～ 5時 3,000円1時間 22時～ 5時 3,000円1時間 22痔～ 5時 3,000円／蒔問

R緊急時対応

・ナースコール ＠・無 24時間対応 24時問対応 24時問対応

2．生活サービス

①家苓 I 
・消掃 ＠ 喜ロ無 385円／10分 385円／10分 385円／10分

・洗濯 ・無 指定洗溢ネットに入る程要 1, l.00円1回 1指定洗溢ネットに入る程度 1,100円1回 指定涜溢ネクトに入る程度 1,100円／回

②居室配膳・下膳 ・無 1回（片方）、 2回（両方） 110円／回 11回（片方）、 Z回（両方） llO円1回 1回（片方）白 2回（両万） 110円1回

＠理芙容 宥・年 取次ぎサ ピスはあり 取次ぎサ ピスはあり ！ 取次ぎサーピスはあり

④代行 ｛ 
・買物 布・ロ i 

・役所手続 有・

3．健哀管理サービス
・健廉診断 有・ I I 
・健康租談 有・ I 
•生iQ指達 有・ I 
ー医師の往診 有・ ！ I 

4．入退院時｀入院中のサービス

・医療費 有・写］91 I II II i 

・移送サービス 有・年J99 II II I 

5．その他サービス

・コビー代 R 璽@ ・無
モノクロ 10円／枚、カフー50円／枚 1モノクロ 10円／枚、カフー50円／枚 芦・ノクロ LO円／枚、カァー50円／枚

・行苺参加受 ・無 内容により変勁 300P3~5, OOOP3 1内容により変批 300円～5,000円 i内容により変動 300円～5,000円

・ゴミ出し（日常ゴミ程度） ロ無 1110円1回 110円1回 I 1110円1回

苓・、日常軽生位活なサもーの）ビス（匹痣 匹池交換 ・無 110円／国 | 110円1回 110円1回

注1)自立・要支投 1~2・要介菩1~Sを区分した坦合は8区分となるが、提供サーピス内容が同じである坦合等は｀適宜．哀数の区分をまとめることとして差し支えない。
注2) 「捉供サービスの別」のf利用料金」とは、前払金および月額利用料を指す。なお｀特定苑設入居者生活介湮（介理予防を含む）の指定を受けていない坦合は、要支援・要介悪の憫は、 「利用料全に含まれるサーピスjとすること。
注3)各サーピスごとに提供方法（回数等）及び金額（西用免担等）を明示すること．
注4)上記のサーピス疫目以外に、サービス提供の状況等に応じ、造宜、項目の順序の変更、項目の追加等を行って差し支えない。
注5) 「その他サーピス）壻1ま、上記以外のサービスを必要に応じて記入すること．




